
＋地方債利息

企業債償還元金対料金収入比率（％）
     

＝
料金収入

地方債償還金 ×100

 

 

企業債元利償還金対料金収入比率（％）
     

＝
料金収入

地方債償還金
×100

 

（繰上償還分除く）

 
（繰上償還分除く）     

(3)

 

各項目についての数値は，表示単位未満を四捨五入したものである。したがって，その

内訳は合計と一致しない場合がある。

 

○平成 19 年度において新たに設置された事業及び前年度の調査対象事業でその後廃止された事業は、

次のとおりである。 
 

新  規  事  業（２事業） 

愛別町（北海道） 直島町（香川県） 

廃  止  事  業（２事業） 

法 適用事業 

佐久市望月外１市水道企業団（長野県） 知覧町（鹿児島県） 

 
新  規  事  業（５事業） 

忍野村（山梨県）  美祢市（山口県）  城南町（熊本県） 
南九州市（鹿児島県）屋久島町（鹿児島県） 

廃  止  事  業（２４事業） 

法非適用事業 

釧路市 （北海道）  由仁町 （北海道） 遠野市 （岩手県）  
登米市 （宮城県）  南三陸町（宮城県） 高畠町 （山形県） 
国見町 （福島県）  浅川町 （福島県） 秩父市 （埼玉県） 
小鹿野町（埼玉県）  鴨川市 （千葉県） 菰野町 （三重県） 
高月町 （滋賀県）  能勢町 （大阪府） 神河町 （兵庫県） 
世羅町 （広島県）  下関市 （山口県） 美東町 （山口県） 
秋芳町 （山口県）  上天草市（熊本県） 頴娃町 （鹿児島県） 
川辺町 （鹿児島県） 上屋久町（鹿児島県）屋久町 （鹿児島県） 
 

 
 新  規  事  業 廃  止  事  業 

法 適用事業 ２ 事業 ２ 事業 

法非適用事業 ５ 事業 ２４ 事業 

合    計 ７ 事業 ２６ 事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ ⅳ －




